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SOLAS 条約第 II−2章 （防火構造 ・消火設備）の 全面改正

吉田　公
一＊

1．　 は じ め に

1．1．SOLAS 第 II−2 章 改 正 の 経 緯

　海 F．人 命安全 条約 （SOLAS 条約）で は、船舶の 防火 に 関

す る 規則は そ の 付属書第 II−2 章 に 規定 され て い る 。 1974年

以 来、オ イ ル タ ン カ ーや 旅 客船 の 大 き な火災 が 度 々 起 こ り、

こ の 防火 規則 は、そ の よ うな 船舶 の 火 災事故 が 再度発牛、し

な い よ う に 手当 て を施 す ため の 改 正 が 度 々 行 わ れ て 来 た。

そ れ ら は 卞 に、船 舶 の 防 火 の た め の 構 造 や 諸 設 備 を細 か く

規 定す る もの で あ っ た。そ の 結果、規 則 が 繁雑 に な っ て 来

て お り、またその 規定が 仕様的で あ る た め、新 しい 防火技

術 の 導 入 が 難 しい もの とな っ て 来 て い た 。そ こ で 、第 II−2

章 の 防火規則を簡潔か つ 応用
’
「生の 広い もの とする こ とが 必

要 となり、国際海事機関 （IMO ）の 防火小委員会 （FP＞第

38 回会議 （1993年 6 − 7 月） は、第 II−2章の 総合的改正 作

業 の 必要性 に 合意 した 。

　IMO の 海 卜安全 委員会 （MSC ）第 63 同会議 （1994 乍 5

月 ）は FP38 の 意見 に 合 意 し、　 SOLAS 第 II−2 章防 火 規則の

総 合 的見直 しを開始す る こ と を決め 、FP にそ の 作業 を委託

した。

　FP は 、現 SOLAS 第 II−2 章 を全面的 に見直 して 、新 II−2

章を構築する 作業 をそ の 第39 回 会議 （1994年 6 −−7 月）か

ら開始 した っ こ の 作業は、2000年 2 月の FP 第 44回会議 に

完 成 する こ とを E］標 に 、進 め られ た u こ の 改正 案作成の た

め に は、第 II−2 章の 構成 や 規則の 内容 な どの 規則文書 Lの

検討 と と もに 、技術的な課 題 を実験的に究明す る調査 も実

施 され た。

1．2．日本 造 船研 究協会 RR 　73 の 活動

　 口本造船研究協会の RR73 基準研究部会 は、こ の IMO の

MSC 及び FP の 動向 に対処 し、新 II−2章 に 関す る 我が 国 と

して の ビ ジ ョ ン を定め て そ の 内容 を構築す る た め に 、平成

7 年度 か ら平成 8 年度 まで RR733 小 委員会 を設 置 し、さ ら

に
」
［
’［成 9 年度か らは 「SOLAS／II−2章総合見1自：し WG 」 を設

置 して 、SOIAS 第 II−2章構築 の ため の 調査 棚 究 を進 め た 。

　 また FP は 、　 SOLAS 第 II−2 章 の 総 合 見直 しを 円滑 に進 め

る ため に、コ レス ポ ン デ ン ス ・グル
ー

プ 〔CG ）を設 立 し、

会議 と会議の 鬩の 期間 に 新 II−2章案 を作成す る 作業 を進 め

た 。 凵 本は こ の CG の 幹事を平成 7 年度か ら 10年度 まで 引

き受け、平成 11年度 は米国 USCG の Mr，Eberlyが 幹事を

引 き継 い だ t，

　 SOLAS 条 約 第 II−2 章総 見 直 しの ため、　RR73で は、まず、

規則 の 条文 を詳細 に 分析 し、個 々 の 要件毎 に、目的、適用

範 囲、コ ード化 の 可 能性 、機 能要件化 の 1亅∫能性を検討 した。

そ の 結 果 に基 づ き、規 則 を再 構 成 し、2fi　SOLAS 条約 第 II−2

章及び Fire　Safety　Systems　Code （現 SOLAS 条約 第 II−2章

の 要 件 の
・
部 をまとめ た 強制 コ

ー
ド） の 苧

．
案を作成 した。

また 、新 SOLAS 条 約 第 II−2 章の 審議の 過程 にお い て は 、必

娑 な調 査 ・試．験研究を実施 した。

2．新 IF2章の方針及び組み 立 て

2．1 新 1ト2 章構築 の 基本方針

　現行の SOIAS 第 II−2 章は、

　　パ ートA ：
一一
般規 則

　　パ ートB ：旅客船 に 関す る 規則

　　パ ートC ：貨物船 に関す る 規 則

　 　 パ ートD ：タ ン カー
に 関 す る規 則

と い う よ うに、船 種毎 に 要件 を記述 す る 規 則 の 書 き方 と

な っ てい る。こ の 規 則 の 構成は、船種毎の 規則 が 分か り易

い 利点が あ る が、船種 に依存 しない
一
貫 した 火災安全 の 基

本要件が 見 え難 い とい う欠点が ある 。 また、現第 II−2 章に

は、防火設備要件や その 搭載要件が 規定 され て い るが、そ

の 要件 の 根拠 とな る 火災安全 の 考 えノiが 明確 に は 示 され て

い な い 場合が 多い 。防火 の 技 術 の 発 展 は急 速 に 進 み、現 第

II−2 章 に は規定 され て い ない タ イ プ の ス プ リ ン ク ラ
・シ ス

テ ム や ウ a
・
　
一ターミス トに よる消 火装 置、あ るい は新 タ イ

プ の 高 膨 張 泡 消 火 装 置、さ ら に は 最 新の エ レ ク トロ ニ ク ス

技術 を集結 し た 火 災感知警報装 置 な どの 新 しい 防火装置が

開発 され、船舶 に 搭載 されつ つ ある 。

一一・
方で 、大 きな ア ト

リ ウ ム や 劇場、売店式 の 飲 食街 と 大きな プ ロ ム ナ
ード、複

数 の 上 部構造 な どの 新 しい 客船 の 設 言1が 提 案 され、建 造 さ

れ て い る。 こ れ らの 新技術 や 新設計 に つ い て は現第 II−2 章

に は規 定が な い た め、そ の 都度、個 別 に 火 災 安全 性 の 評 価

を行 っ て SOLAS 上 は 同等 物 規 定 を用 い て 個 別 に 安 全 証 書

を発 行 してい るの が現 状 で あ っ た。

　そ こ で 、新 II−2 章で は、こ の よ うな新技術や 新設計 に も

対 応 で きる よ うに 、船舶 の 火災安全 及 び防火 の 基 本要件 を

＊

独 立行 政法人

　 合議長

海 上 技 術 安全研 究所、IMO 海上 安全委員会 （MSC ）防火小委員会 〔FP）第 39回 （1994＞一第 46回 （2002）会
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明 らか に示 し、また、各規 則 が 求め る 要件の 骨子 を規 則毎

に掲げ、さ らに新技術 及 び 新設計 の 防火機能の 同等性評 価

方法 を定め る こ と と した 。

　
’
方、現 II−2章 に は、ス プ リン ク ラ装置や 「 酸化炭素消火

装置等の 設備 に 関す る 技術基準 が 規則 と して 盛 り込 ま れ て

い る 。しか し FP は、こ れ らの 技術基 準 は、SOLAS 内の 規則

よ りは、IMO の 技術基準 と して 示すべ きで ある とい う意見

で 合意 し、新 しく火 災安全 設備 コ
ード〔Fire　Safety　Systems

Code ：FSS コ ード）として こ れ らの 基準 を ま とめ た 。

2．2 防火の基本要素

　火災安全 の 基 本は、「出 火 しない こ と」、「出火 を早期 に発

見 す る こ と」、「出 火 した 火 災 を広 げ な い こ と」、「安 全 な避

難 手段 を確保 す る こ と」及 び 「火 災 に よ る 被 害 を最 小 限 に

食い 止め る こ と」 で ある。こ れ らを船舶 に適用 す る と、以

下 の よ うな具 体的 な基本要 件が 抽出 で きる。

　 （1）出火 の 防止 ：可 燃物の 制限、可燃貨物へ の 着火の 防止

　 〔2）甲期 の 火災発見 ：火災発 生 区画で の 火災 の 早期発

　　　見
・
通報

　 （3）火 災拡大 の 阻止 ：防火 仕 切 りに よ る 区画分け、出 火

　　　場所で の 消火、消火設備 の 整備

　  安全 な避 難手段 ：安全 な避 難経路 及 び消火 の ため の

　　　ア クセ ス の 確保 、避 難 訓 練

　（5）被 害の 抑 制 ；火 災 危 険 区 域 と居住 区 域 の 分 離

　新 II−2 章で は、第 2規則 に こ れ らの 防火の 目標及 び基本

的な 火災安全 要件 を示 す こ と と し た 。そ の 第 2 規則 の 内容

を以 ドに示す 。

　REGULATION 　2　FIRE 　SAFETY 　OBJECTIVES 　AND

FUNerlONAL 　IIIIQUIREMENTS

1　Fire　Safety　Objectives

　1．1The 且re 　safety 　objectives 　ofth 正s　chapter 　are 　to：

　　 ．1　prevent　the　occurrence 　of　fire　and 　explosion ；

　　 ．2　reduce 　the　risk 　to　life　caused 　by 員re ；

　　 ．3reduce 　the　risk 　of　damage 　caused 　by 且re　to　the

　　　　ship ，　its　cargo ，　and 　the　environment ；

　　 。4　contain ，　control ，　and 　supPress 丘re 　and 　explosion 　in

　　　　their　compartment 　of　origin ；and

　　 ．5provide 　adequate 　and 　readily 　accessible 　means 　of

　　　　escape 丘）r　passcngers　and 　crew ．

2Functional　requirements

　2．1　1n　order 　to　achieve 　the五re　safety 　objectives 　set 　out 　in

　　 paragraph　l　above ，　the　following　fUnctional　require −

　　 ments 　are 　embodied 　in　the　regulations 　of　this　chapter

　　 as 　approprlate ：

　　 ．ユ division　ef 　the　ship　into　main 　vertical　and 　horizon−

　　　　tal　zones 　by　thermal　and 　structUral 　boundaries；

，2　separation 　 of 　accommodation 　 spaces 　from　the

　 remaindcr 　of 　the　ship 　by　thermal　and 　structural

　 boundar董es；

、3restricted　use 　ofcombustible 　materials ；

．4　detectioll　of 　any 且re　in　the　zQne 　of　origin；

．5　cont 且inment　and 　extinction 　of 　any 丘re 　in　the　space

　 of 　origin ；

．6protection 　of 　means 　of　escape 　or 　access 　for　fire−

　 fighting；

．7　ready 　availability 　of ｛ire−extinguishing 　app 旦iances；

　 and

．8minimization 　of 　possibility　of 　ignition　of 　flammable

　 ca 「go 　vapou 「・

　3Achievernent 　of 　the 且re 　safety 　objectives

　The 　fire　safety 　objectives 　set 　out 　ill　paragraph　l　above

shall 　be　achieved 　by　ensuring 　compliance 　with 　the　prescrip

tive　requirements 　specified 　in　parts　B，　C ，　D ，　E　or 　G ，　or 　by

alternative 　design　and 　arrangements 　which 　comply 　with

Part　F．　A　ship 　shall 　be　considered 　to　 meet 　the　functbnal

requirements 　set 　out 　in　paragraph 　2　and 　to　 achieve 　the　fire

safety　objectives　set　out 　in　paragraph　1　when 　either：

　　 ユ　the　ship 「

s　deslgn　and 　arrangements ，　as 　a　whole ，

　　　　 complies 　with 　the 　relevant 　prescriptive　 require −

　　　　 ments 　in　parts　B，　C，　D ，　E　or 　G ；

　　 ，2　the　ship 「
s　design　and 　arrangements ，　as 　a　whole ，

　　　　have　been　reviewed 　and 　approved 　in　accordance

　　　　with 　part　F；or

　　 ，3　paエt（s） of　the　shipls　design　and 　arrangements

　　　　have　been　reviewed 　and 　approved 　in　accordance

　　　　with 　part　F　 and 　the　 remaining 　parts　 of 　the　 ship

　　　　 comply 　 with 　 the 　 relevant 　 prescriptive　 require −

　　　　 ments 　in　parts　B，　C，　D ，　E　or 　G ．

2．3 新 1ト2 章 及 び FSS コ
ー

ドの 組 み 立 て

　2．2 に 示 した基本的な火 災安全 要件 に そ っ て 、 新 II−2章 を

組 み 立 て た。そ の 際、船種毎 に異 な っ た要 件が あ る場 合 に

は、そ れ ぞ れ の 規 則 の 中 に船 種毎の 要 件 を示 した。す なわ

ち、規 則 の 適用、防 火 に 関す る 基本要 件及 び用 語 の 定義 を

Part　A と した 。 火災 の 発 生 防止 と区画内で の 火災拡大の 防

止 を Part　B に ま とめ た。火 災の 区画 内 で の 封 じ込 み と消 火

を Part　C と した。また、火 災探 知 は 消 火 活動 と 関係 す る た

め、Part　C に組 み 込 んだ。安 全 な避 難 経 路 の 確 保 は Part　D

と した。

　 ま た、保 守管理 及 び 訓 練 な ど の 人的要 因に関 す る 規定 を

整理 して 明確 に した （Part　E）。

　さらに 、新 しい 技術 に 基づ い た新防火設備及 び新 しい 船

舶設計 に 対応 す る た め に 、そ れ らの 設 備及 び設 計の 火 災安
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令 性能が、第 II−2 章が 要求す る火災安奈 性能要件 を満 た し

て い る か を評価する 方法の 規 定 と して 、同等性能評価方法

の 規定 〔第 17規則〉 を設けた （Part　F）。

　そ の 他、特別な 施設 に対す る 火 災安 全 要件 を ま と め た

（Part　G ）。

　 こ の ように して 構築 した 新 II−2章 の 構成 を表 1 に 示す。

　各規 則の 冒頭 に は、そ の 規則の 目的 及 び 機能要件 を明確

に 記述 した。そ の 例 を表 2 に 示 す。こ の 規 則 の 目的 及 び 機

能要 件は 、新 II−2章 Part　F 第 17規 則 の 同等 火 災安全措置 の

評価の た め に 有用 で あ る 。

　現 II−2 章 に あ る 防 火装 置 ・設 備 の 技 術 基 準 に 係 わ る要 件

は、FSS コ ードへ 移 行 した 。 そ の 構成 を表 3 に示 す。

3．現 II−2 章 と新 1ト2 章 との比較

3．1 現 II−2章か らの新 II−2章へ の 再編成方法

　SOLAS　or　II−2章の 総 合 見直し作業の 基本方針 として、新

II−2章 で は、規 則 の 内容 及 び グ レ
ー

ドは 変 更 せ ず 、規 則 を

分 か り易い よ うに 書 き換え、並 び替 え る こ とが 合意 さ れ た 、t

表 1 新 11−2 章の 構成

分類 Part 規則

Part　A 　General

総則関係 （
．
適用、基木要件、定 ．

義）

Regulation　l　 Application

Regulation　 2　Fire　sa 正ety 　objec 廿ves 　and 　fhnctional　requirements

IRcgulati
  n 　3　Definitions

Part　 B　Prevention　of　 Fire　and …　　　　　　　 4

Explosion

出火 と火災拡大の 防止

Regulation　　　Probability　of　ignition
Regulation　5　Fire　growth　potential
Regulatlon　 6　 Smoke 　generation　potential　and 　toxicity

Part　C　SupPression　of 　Fire
〒期 火 災発 見 、火 災 の 封 じ込 め と

消火

Regulation　 7　Detection　and 　alarm

Regulation　8　Control　of 　smoke 　spread

Regulation　 g　 Containment　of 且re

Regulation　10　 Fire　fighting

Regula廿on 　ll　Structural　integrity

Part　D 　Escape
．
安全 な避難 手段

Regulation　12　 Notincation  f　crew 　and 　passengers

Regulation　13　 Means　of　escape

Part　E　Operational　Requirements

人的要因

RcgulaU  n　140peradonal　readiness 　and 　maintenance

lR・g ・1・d・ n ・51 ・… c・i・ n ，・n −b ・a ・d ・ ・i・i・g   dd ・ill・

　Regulationユ6　0perations

Part　 F　 AIternative　 Design　and

Arr劭ngements

同等性 評価

Regulation　l7　Alternative　design　and 　arrangements

Part　G　Special　Requirements
特別 要 件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一一一．
Regulation　18　Hellcopter　facilities
Regulation　19　 Carriage　of　dangerous　goods
Regulation　20　 Protection　of 　vehicle ，　special 　category 　and 　ro −ro 　spaces

表 2 規則の 目的及 び 機能要 件 の 表現 の 例

REGUL 醒皿 ON 　4 　 PROBABILITY 　OF 　IGNnlON

The 　purpose　of 　this　regulation 　is　to　prevent　the　ignition　of　cembustible 　materials 　or 　flammable　liquids．　For　this　purpose ，　the
following　fUnctional　requirements 　shall 　be　met ：

12

つ」

4
「
」

6

rneans 　shall 　be　proVided 　to　control 　leaks　of 　flammable　liquids；

means 　shall 　be　provided　to　limit　the　accumulation 　of 　flammable　vapours ；

the　ignitability　of　combustible 　materials 　shall 　be　restricted ；

ignition　sources 　shall 　be　restricted ；

igniUon　sources 　shall　be　separated 丘om 　combustible 　materials 　and 刊ammable 　liquids；and

the　atmosphere 　in　cargo 　tanks　shall 　be　maintained 　out 　of　the　explosive 　range ．
REGULATION 　5　 FIRE 　GROWTH 　POTENTIA 工

］上epurpose 　of 　this　regulation 　is　to　limit　the　fire　growth　potential　in　eve 【y　space 　of　the　ship．　For　this　purpose ，　the　following
血皿 ctional 　requirements 　shall　be　met ：

．1　　　　means 　of 　control 　fbr　the　air　supPly 　to　the　space 　shall 　be　provided；
，2　　 means 　of 　control 丘｝r　fiammable　liquids　in　the　space 　shall 　be　provided；and

，3　　 the　ug．　e 　of 　combustible 　materials 　sha ｝1　be　restricted ．
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表 3FSS コ ードの 内容

Chapter（章） 内 容

1 General

． 2 InternaUonal　shore 　connec 恒ons

3 Personnel　protection
4 Fire　extinguishers

5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ」一一．．
Fb【ed 　gas丘re−extinguishing 　systems

6 Fb（ed 　foam　Hr← extinguishing 　systems

7 Fixed　pressure　water −spraying 　and 　water −mlst 　fir凸 extinguishing 　systems　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一广
「．．

8 Automatic　sprinkler，　fire　detecnon　and 　fire　alarm 　systems

9 Fixed　fire　detection　and 且re　alarm 　systems

10 Sample　extraction 　smoke 　detectlon　systems

11．一Lhヒ 工ρ wlocation 　lightlng　systems1 一 一
12 Fked　emergency 且re 　pumps

13 Arrangement 　of　means 　of　escape

．一．r14 Fixed　deck　foam　systems

15 Inelt　gaS　SyStemS

・
方、IMO の MSC へ は SOmS 条約の い くつ かの 改正 提案

が 出 さ れ て来 た が、そ れ ら の 中で 審議す る こ とが MSC に

お い て 合 意 され た 改 正 に つ い て は、FP が検 討 して 新 II−2章
に 適切 に盛 り込 む こ と と な っ た （局所 消 火装 置 の 設 置、非

常脱出用 呼吸 具 の 搭載、保守点検 ・訓練 に 関す る規則 の 充

実な ど）。

　 さ ら に、現第 II−2 章の 中で 規則の 内容が 不明瞭 な個所や

主 管庁に 判断 を委 ね て い る 部分 に つ い て 、FP 第 42 回会議

（1997 年 12 月）は 統
一

解釈の 指針案を完成 した。MSC 第

69 回 会 議 （1998 年 5 月 ） は こ れ を MSC ／Circ．847

「Interpretation　of 　Vague　Expressions　and 　Other　Vague

WorCling　in　SOMS 　Chapter　II−2」 として 1
’
ET障 し、各国 が こ

れ を用 い る よ う要望 した。こ の 解 釈 は 、第 II−2 章の 内 容 を

説 明 ある い は補足 す る もの で あ っ て、新 しい 要 件や 内容を

持つ もの で は な い 。 こ れ らの 解釈 の 内、第 II−2 章 を明確 に

し、主 管庁 に よ る 判断の 差 異 を除 き、か つ
・
般的 に 適 用 可

能 な もの に つ い て は、新 II−2章 に 取 りこ む こ と とな っ た 。

　以 上 の 作業方金1に従 っ て 、現 II−2章の 規 則 の 文章を、2．3

で 示 した新 II−2 章の 規 則 あ るい は FSS コ
ー

ド案の 中に移植

す る作業を行 っ た 。

　従 っ て、MSC にて規則改正 の検詞が 認 め られ て い る部分

以外 で は 、現第 II−2 章 と新 II−2 章案 との 問 に 規則及び そ の

要 件の 内容の 差 は、原 則的に な い こ と とな っ て い る 。 但 し、

以 下 の 3，2 に 示 す改正 合意事項 に つ い て は、規則の 内容 に

差異が 生 じて い る 。

3．2 現 ll−2 章 と新 II−2 章 と の主 な差 異 点

　3．1 で 触れ た よ う に、MSC に て 規 則 改正 の 検討が 認 め ら

れ て い る点 に つ い て は、以 ドに述べ る よ うな現第 II−2 章 と

新 II−2章 と の 問 の 差 が 生 じて い る。

（1）申二両区画、特殊分類区画等の 定義

　FP 第 43 回会議 （1999年 1 月） は、高速船 コ ードの 改正

案 を検討 しそ の FP と して の 最終案 に 合意 した 。 その 議論

の 過 程 で、高速 船 コ ードと SOLAS にお い て、ロ ー
ル オ ン

・

ロ
ー

ル オ フ 区域 、特 殊 分 類 区域 、車両 区域 の 定義 を合 致 さ

せ る べ きで あ る と い う意 見 が示 され、FP は こ れ に合 意 し、

HSC コ
ー

ド改正 案 に盛 り込まれ た こ れ らの 定義 を新
．
　II−2章

に お い て も使 用 す る こ と が 概 ね合 意 され た 。FP 第 44回 会

議 （2000 年 1月）で は、従来 の 「ro −ro　cargo 　space 」 をや

め て 「ro −ro 　spaces 」 と して 定義 した 。 また、「special 　cat −

egory 　 spaces 」 の 定義を改 め る と と も に、新た に 「vehicle

spaces 」 を定 義 した。（表 4 参照 ）

（2）非常脱出 用 呼吸具

　非常時 の 脱出 用 の 呼吸 具 （Emergency　Escape　Breathing

DeVices ：EEBD 使 用 1］」
．
能時 間 10分 程 度 の 空 気 源 と 呼 吸 用

マ ス ク ある い は 透明 袋） は、船舶の 機関 区 域及 び 旅客船の

居住区域 に 備 え付ける こ と は合意 され た が、そ の 備え付け

量 に つ い て は合 意 され ず、新
．II−2 章 に は 明記 され な か っ た 。

そ こ で 、2002年の FP 第 46回会議及び MSC 第 75回会議に

て、搭載数量 に関 す る統
一

解釈が 合意 され た。EEBD の 基

本要件 は FSS コ
ー

ドの 第 3章 「個人防護具」 に示 され た。

さ ら に EEBD の 製品基準 は 、国 際標準化機構 ISO の TC8

（造船海洋技術）SC1 （救命及び 防火） にて、　 ISO 標準を作

成す る 作業が、日 本 を プ ロ ジ ェ ク ト・リーダーと して 続け

られ て い る 。

（3）機関区域 の 局所消 火 装置

　旅 客 フ ェ リ
ー

「エ ス トニ ア」の 海難 に対応 した MSC に

お け る 議 論 の 中 で 、機 関 区 域の 火 災 を初 期段 階 で 消 火 す る

た め に、火災危険性の 高い 場所 に 局所的に 自動消火装置 を

設置す る SOLAS 改正 案が 提出 され た 。 こ の 改正 案 は旅客

フ ェ リ
ー

の 安 全 性向 ヒの SOLAS 条約改正 に は 含 まれ な

か っ た が、FP に て 新 II−2 章 に盛 りこ む方向で 検討 され、新

II−2 章 は、すべ て の 新造 旅客船 と 2000総 トン 以上 の 現 存旅
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i81 SOLAS 条約 第II−2 章 （防火構造 ・消火設備 ）の 全［角改 正

表 4　「車 両 区 域」に 関連する 定義

Ro−ro　spaces

Ro−ro 　spaces 　are 　spaces 　not 　normally 　subdivided 　in　any 　way 　and 　normally 　extending 　to　either　a

substantial 　length　or 　en 廿re　length　of 　the　ship 　in　which 　motor 　vehicles 　with 釦el　in　their　tanks
R）rtheir 　own 　propulsion 　and ／or 　goods 〔packaged 　or　in　bulk，　in　or　on 　rail　or　road 　cars

，
　vehicles

（including　road 　or 　rail 　tankers ），trailers，　containers ，　pallets，　demountable　tanks 　or 　in　or 　on

similar 　stowage 　units 　or 　other 　receptacles ） can 　be　loaded　and 　unloaded 　normally 　in　a
horizontal　direction．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ヒπ了

Vehicle　spaces
Vehlcle　spaces 　are 　cargo 　spaces 　intended　for　carriage 　of　Inotor 　vehicles 　with 血el　in　their　tanks
for　their　propulsion ．　　　　　　　　　．．一．−

Special　category 　spacesSpecial

　catego 氓 spaces 　are　those　enclosed 　vehicle　spaces 　above 　and 　below　the　bulkhead　deck，
into　and 　from　which 　vehicles 　can 　be　driven　 and 　to　which 　passengers　have　access ．　Special

catego 埋 spaces 　may 　be　accommodated 　on 　more 　than　one 　deck　provided 　that　the　total　overall

clear　height　for　vehicles 　does　not　exceed 　10　m ．
Weather 　deck Weathcr 　deck　ia　s　deck　which 　is　cQmpletely 　exposed 　to　the　weather 丘om 　above 　and 丘om 　at

least　two 　sides ．

Open 　ro −rQ 　spaces

Open 　ro −ro 　spaces 　is　those　ro −ro 　spaces 　which 　are 　either 　open 　at　both　ends 　or 　have　an 　opening

at　one 　end ，　and 　are 　provided　with 　adequ 飢e　natural 　ventilation 　effective 　over 　their　entire 　length
through　permanent 　openings 　distributed　in　the　side　plating　or　deckhead　or 丘om 　above ，　having

atotal 　area 　of　at　least　10 ％ of 　the　totaL　area 　of　the　space 　sides ．

Open 　vehicle 　spaces

Open 　vehicle 　spaces 　are 　those 　vehicle 　spaces 　which 　are 　either 　open 　 at　both　ends 　or　have　an

opening 　at　one 　end 　and 　are 　provided 　wlth 　adequate 　natural 　ventilation 　ef 陀ctive 　over 　their　entire

length　thr（川 gh　permanent 　openings 　distributed　in　the　side　plating　or 　deckhead　or 丘rom 　above ，
having　a　total　area　of　at　least　10960f 　the　total　area　of　the　space 　sides ．

Closed　ro−ro 　spaces Closed　ro −ro　spaces 　are 　ro −ro 　spaces 　which 　are 　neither 　open 　ro −ro　spaces 　nor 　weather 　decks．

Closed　vehicle 　spaces
Closed　vehicle 　spaces 　are 　vehicle 　spaces 　which 　are 　neither 　open 　vehicle 　spaces 　nor 　weather

decks．

客船、及 び 2000総 トン 以 上 の 新造貨物船 （い ずれ も機 関室

容 積 が 500m3 以上 の 場 合 ） の A 類 機関区域 に 局所消火 装置

の 搭載 を義 務 付 け て い る。な お、機関室 の 局所消火 装置の

技術基準 は、MSC ／Circ，913 と して 圃章 され て い る。

（4）機能 要件 と同等性評 価

　SOLAS の 火災安全 の 基本及 び機能要件 と同等 火災安全措

置の 評価方法 の 新規則 （Part　F　Regulation　17）の 関連 に つ い

て は、先 に 述 べ た とお りで あ る 。 規則の 内容 は、後述す る。

（5）防火設備 の 保守点検 と整備

　現 II−2章で は第 21規 則 に精神規定が あ る の み で ある が、

新 II−2章で は、防火 設 備が す ぐに 使用 で きる よ う、対象物

件 を明 示 し、保守 ・点検 ・整備 の 体制 を整 え、実 施す る こ

と を求 め て い る 。

（6〕 防火訓 練 と訓練手引書

　現 II−2章 で は 第 20 規 則 に 「防火 訓 練 （drill）は SOLAS

第 III章 に従 っ て 実施す る」 こ とが求 め られ て い る が、新 II−

2章で は第 15規 則 に、船員 の 防火 上 の 役割 の 明示 と訓練 の

実 施 を詳 細 に規 定 して い る。ま た、1司規 則 に火 災 制 御 図 に

関 す る 規定 を 含 め て い る 。火 災 制 御 図 に つ い て は
、

ISO ／TC8 ／SC1 に よ っ て ISO17631 と して 制 定 され た，、

　 火 災安 全操作手引書 に つ い て は、新 II−2 章 の 第 16規 則 に

明 示 され た。対 応 す る 乎引 書 は、船 員災害防止 「茘会が 改訂

版 の 出版 を準 備 して い る。

3．3 積 み 残 し課題

　新 II−2章 に は 、当初 は 「火 災時の 煙 流 動 の ア ク テ ィ ブ な

制御」 と 「火災荷重 の 制限」 を盛 り込む こ とが検討 され て

きたが、い ず れ も技 術 的 に 未 解 決 な部 分 が あ るた め、新 II−

2 章 には 盛 り込 ま れず、将 来 の 検討 課 題 と して残 され た。

  煙の 制御

　陸 トの 建築物で は、火災の 際 に発生する煙 を建築物 の 外

へ 排 出す る 装 置 （自然換気力 を利 用 した 排 煙 ［「あ る い は 機

械式排煙装置） は、あ る 種 の 建築物 （公共性 の ある もの ）

に は設備が 義務付け られ て い る 。 しか しなが ら、IA　II−2 章

に は船 舶 に 対 して そ の よ うな規定 は な い た め、新 II−2 章に

火 災時 の 煙 の 制御 につ い て 規定す る こ とが検討 さ れ た 。

　 冂本 造 船 研 究 協 会 で は、過 去 に RR733にお い て 実 大 規模

の 船舶居住 区模型 に よ る 煙流動 及 び 制御の 実験を実施 し、

そ の 成果 を FP へ 提 出 して きた。

　FP で は、日本及 びス ウ ェ
ー

デ ン にお ける研究を基 に、煙

の 制御 に 関す る規則案及 び煙制御設備の 技術基準案 を作成

した。船 舶で は建築物の よ うな排煙 凵 をあける こ とが 出来

な い た め、排煙 フ ァ ン とダ ク トに よ るア ク テ ィ ブ な排煙装

置 を搭 載 す る必 要 が あ る。こ の よ うな 装 置の 船 舶へ の 搭載

に 関 して は、装 置 の 技 術 的 問 題 と 火 災 時 の 運 転 方 法 の 問 題

が 未解 決 で あ る と す る 意 見 が 出 さ れ 、FP 第 44 回 会 議

（ユ999 年 1 月）は、煙制御 は新 II−2 草へ は 盛 り込まず、引
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き続き審議する こ とと結論 した。本件は現在、FP の 議 題 と

し て 残 され 、審議中 で あ る、，

（2）火災荷重

　船舶居住区域 の 可 燃物 の 規制 につ い て 現 II−2章で は、34

規則及 び 49規則 に 壁や 天 井面 の 内装 表面 材 の 容積 規 制 （面

積 × 厚 さ） と発熱量規制 （45MJ ／mU 以 ド）が ある。但 し、

こ れ ら の 規制 に は、家具、寝具類及 び敷物類が 含まれ て い

な い 、、船室内 の 可 燃物の 量 は、壁 や 天 井の 表面材 よ りも家

具や 寝具類 の 方が 多い た め、現 II−2 章の 可燃物の 制限で は

不充分 で あ る とい う主 張が 認 め ら れ、可 燃物 の 総量 規制

（火災 荷 重 の 制 限 ）を新 II−2章 に 盛 り込 む 方 向で 検討が 進 め

られ た
。

　 しか しなが ら、詳 しい 対 象物 件の 選択 や 規 制 限 度値 に つ

い て CG で は 合 意 に達 せ ず 、ま た 、火 災荷 重 の 制 限 と容 積

制限 及 び発熱量制限 との 関 係 （すべ て 課 すか 、選 択枝 とす

る か ） に つ い て も議論が まと まら なかっ た。FP 第 44 回 会

議 は、火災荷重 の 制限 は新 II−2 章 の 規則 と して は盛 り込 ま

ない こ とで 合意 した 。 FP 第 45 回会議 で は、同等 火災安 全

措置 と して の 火災荷重 の 算定方法 の 勧告を MSC ／Circと し

て 出 す こ と で 合 意 し 、こ れ を MSC74 が 承 認 し て

MSC ／Circ．1003 と して 回章 した。

4．同等火災安全 措置 の 評価 方 法案 の 考 え方

4．1 新 II−2章第 17 規則

　表 1 に示 した よ うに、SOLAS 新 II− 2章 で は、防火の 基

本要素 に 対応する 具体的な 防火要件 は、Part　B 、　 C 、　 D 、　 E

及 び G の 各規則及び FSS コ
ードに 示 さ れ る 。 そ こ で 、こ れ

らの Partの 規則あ る い は FSS コ ードに 規定 さ れて い る具体

的 な設 備要件 と同等の 安全 性能 を実現 し得 る他 の 設備 あ る

い は 設計を用 い ようとする 場合に、そ の 性能の 同 等性を評

価す るた め、新 II−2章で は Part　F の 17規 則が 用 意 され た 。

そ の 同等性 の 評 価方法 の 内容 は ：

（1）Part　B 、　 C 、　 D 、　 E 及 び G 並び に FSS コ
ー・ドの 各規則 に

　　示 さ れ る 具体的な 防火設 備以 外 で あ っ て 、こ れ ら の 規

　　則 の 冒頭 に 示 され た 基本要件 を満足する代替防火設備

　　及び設計 を用 い る こ とが で きる 。

  そ の よ うな代替防火 設 備 及び設 計が 、そ の 対 応 す る規

　　則 に不 され た 防火 要件 を満足 して い る こ と、あ る い は

　　そ の 規 則 が 要 求する 具体的な 防火 設備 と同等 の 防火性

　 　 能 を持 つ こ と を証 明 す る 。こ の 証 明 の た め に 、防 火性

　　能解析 を行 う。そ の 内容は 、

　　　 a どの 規則 の 具体的要件 と 同等の 設備 を考え る か を

　　　　宣言する。

　 　 　 b そ の 規 則 が 要 求 す る安 全 性 能 と安 全 レ ベ ル を抽 出

　 　 　 　 して示 す。

　　　 c 考えて い る 同等の 防火設 備及 び設 計の 詳細 を示す。

　　　　 また 、そ の 同等 防 火 設 備及 び 設 計 に 起因す る 船舶

　　　　の 運航制限がある 場合 に は、こ れ を表明す る 。

　　　 d 考 えて い る 同等の 防火設備及 び設計が 、（2）の 安全

　　　　性能 と安全 レ ベ ル を実現 で きる こ とを証明す る 。

4．2 同 等性評 価指針

　以上 の 防 火 性 能解 析 の 具体 的 な 方法 を示す た め、FP 第

45 回会 議 は 、「SOLAS 新 II−2 章 に対する代替設計
・
設備 の

同 等性能を証 明 す る た め の 指 針 ： Guidelines　for　proving
equivalence 　 of　 alternative　 design　 and 　 arrangement 　to

SOLAS 　Chapter　II−2」 を作成 し、　MSC 第 74 回 会議 で 承認

され て MSC ／Circ．1002 と して 回章 され た。

　 こ の 同等性評価指針 に 示 され る 防火性能解析 の 道筋 は以

ドの 通 りで あ る 。

（1）必要に 応 じて 、代替防火設備
・
設計 の 設計者、そ の 船

　　舶 の 所有者 あ る い は 運航者、製 造者 （造船所、機器製

　　造 者 ）、検査 す る側 の 代 表 者 （旗 国、寄 港 国 ）、船 級代

　　表者、火 災安全 の 専 門家 か らな る評価 チーム を形成 し、

　　 そ の チ
ー

ム 内で の 合意を得つ つ 、以下 の 作業を進 め る。

（2）考 えて い る 代替防火設備
・
設 計の 目的及 び 内容 を示 す。

　　 ま た、関係する SOLAS 新 II−2 章の 規則が 要求す る 防火

　　要件及 び基準 を抽出 し、考 え るべ き火災状況及 び危険

　　状 況 を拙出 す る 。

（3）
．
考え て い る代 替 防 火 設 備 ・設 計 が、関 係す る SOLAS

　　新 II−2 章の 規則が 要求す る防火 要件及 び基 準 を満足す

　　る こ とを、考えるべ き火 災 状 況 及 び危 険 状 況 に 沿 っ て

　　定量 的 に解 析 す る。こ の 解 析 の 手法 と して は 、

　　
・ISO　TR13387 ：2000　

tlFire
　safety　engineering

”

　　
・The 　SFPE 　Engineering　Guide　to　Performance−Based

　 　 　Fire　Protection　Analysis　and 　Design　of 　Buildings，

　　　Society　of 　Fire　Protectien　Engineers　and 　National

　　　Fire　Protection　Association，1999

　　　ある い は 各主管庁が 認 め るそ の 他の 于法を用 い る こ

　 　 と が で きる。

（4）（3）の 解析結果 及 び 判定結 果 を示 し、主管庁が 承認

　　 した報告書は、当該船舶に 保管す る。

4．3 火 災安 全 の 評価技 術

　ISO／TC92 （火災安全 ）の Sub−Committee　4 （SC4 ：Fire

Safety　Engineering火災安全 技術）は、火 災安全評価の 考

え方 の フ レ
ー

ム ワ
ー

ク及 び その た めの 個 別 の 手 法 につ い て 、

表 5 に示 す ISO 規 格 （テ ク ニ カ ル ・レ ポ
ー

ト〉を 制 定 して

きて い る。こ れ ら は 4．2 項で 説明 した IMO が 作成 した 船舶

の 防 火 に 関 する 「同等設 計
・
措 置 に 関す る 指針」 に 引用 さ

れ て い る もの で あ り、火 災安全 の 考 え方 の 基 本 を よ く表 し

て い る 。 こ れ らの 規格 は、言 わ ば ガ イ ダ ン ス 的 な もの で あ

り、火 災性状 及び そ の 発 達 の 予 渕 、火 災 の 建築等の 構造 体

へ の 影響 、火災 か らの 避 難 等 につ い て、ど の よ うに して 捉

え、考えて い くか を示 して い るが、定量的な火災発達、火

災影響ある い は避難の 予測解析手法は示 して い ない 。

　　そ こ で 、ISO／TC92 ／SC4 は 次 の 作業 と し て 、表 6 に 掲

げる WG を設置 して 同表 に 示 した表題 の ISO 規格 をf乍成す
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る 作業 に着手 して い る 。
こ れ らの ISO規格 の 作成構想 は 、

最新の 火 災発 達、煙 の 流動及び 入 の 避 難行動等 に 関 する予

測 手 法技 術 （コ ン ピュ
ー

タ ・シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 技 術 ）等 を

織 り込 ん で 、火 災 安 全 評価 の た め の 手法 を体 系付 け よ うと

す る もの で あ る u 但 し、確率論的安全評 価の 考え方 は 導入

さ れて い な い 。火 災 時 の 人 の 行動 につ い て は、IMO ・FP

に お い て も避難解析方法の ガ イ ドラ イ ン を作成 し て お り、

何人か の 専門家は IMO ・FP と ISO／TC92 ／SC4 の 双方で

作業 を して い る 。

5．SOLAS 新 II−2 章発効の ス ケジ ュ
ー

ル

　FP は 、2000年 2 月 に 開催 さ れ る 第 44 回 に お い て 、新 II−

2 章案及 び 関 連する FSS コ
ード案 を完成 した。こ の SOLAS

改正案及 び FSS コ
ードは、2000年 5月の MSC 第 72 回会議

に て 承認 を 受け、6 ヶ 月の 回章期間を経 て 、平成 12年 12

月 に 開催 さ れ た MSC73 回 会議 に て 採 択 され た、、こ の 改 正

は、さ らに 18 ヶ月 の批 准 期 間 を経 て、2002年 7月 111に発

効す る こ と とな っ た。

　 なお、EEBD 、局 所 消 火 装 置、貨物 ポ ン プ室の 安全対策、

マ ニ ュ ア ル の 備 え付 け等の 運 航 に関 わ る要件な どの 個別の

現 存船 適用 に つ い て は 、第 1規則 に規定 され て い る 。

表 51SO ／丁G921SG4　 Published　standards

No ．
ISO　Standard
　　　　　　　…　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 皿 tle

Publication

　 date

ISO／TR　13387−1Fire

　safety　engineering −Part　1 ：Application　of 且re 　performance　concepts 　to　design

oblectives

火災安全 技術
一パ ート 1　火 災特性の 設計対象へ の 適 用

99−09−30

ISO／TR 　13387−2

　　　　　　　　　　　　　 ．−
Fire　safety 　engineering −Part　2 ：Design　fire　scenarios 　and 　design　fires
火 災安全技術

一パ ート2　火 災 シ ナ リオ設定と設定火 災
99−09−30

ISO／TR 　13387 −3Flre

　safbty　engineering −Part　3 ：Assessment 　and 　verification 　of　mathematical 丘re

models

火災安全 技術
一パ ート3 火災の 数学モ デ ル の 評価 と ア セ ス メ ン ト

9909 −30

．．．．一 一 ．．．

　 ISO／TR 　13387−4Fire

　sa 艶ty　engineering −Part　4 ：Initiation　and 　development　of　hre　and 　generation　of

且re　e皿uents

火災安全技術
一パ ー

ト4　火災 の 発生 と発達 及 び火災生 成物 の 発生

99−09−30

ISO／TR 　13387−5Fire
　safety 　engineering −Part　5 ：Movement 　Qf 行re 　ef且uents

火 災安 全技 術 一パ ート5　 火 災 生成 物 の 動 き
　 99−09−30
．一．．． ．．

ISO／TR 　13387−6Fire

　safety 　engineering −Part　6 ：Structural　response 　alld 　fire　spread 　beyond 　the

enclosure 　of 　origin

火 災安全 技術
一パ ート6　発生 区画 を超 え る 火 災の 広が り と構造体 の 応 答

99−09−30

ISO／TR 　13387−7Fire
　safety 　engineering −Part　7：Detection，　activaUon 　and 　suppression

火 災安全技 術
一パ ー

ト7　火 災 の 検 知、対 応 の 開 始 と抑 制
99−09−30

ISO／TR 　13387−8Fire

　safety 　engineering −Part　8 ：Life　safety −Occupant 　behaviour，　location　 and

condi 廿on

火 災安全技術
一

パ
ー

ト8　舘内 者 の 行 動 、位 置 及 び 状 況

99−09−30
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表 61sorrcg2tSc4 の 新作業項目

WG

6

WG 　Title

Design 　fire　scenarios

and 　design　fires

　　 Assessment，　 verifica −

　 　 tion　and 　validation 　of
7
　　 models 　for　 fire　 safety ．

　 　 lengmee 「mg

8Data 　needed 　for　FSE

9iCalculation
　rnethods 　for

iFire　safely 　engineering

；

10

11

Fire　risk 　assessment

Behaviour 　 and 　 move −

ment 　ofpeople

ISO　StandarCl　Title　and 　Purpose／Objective
Methodology 　ior　selection 　of 　design　fire　scenario 　and 　design　fires

火 災安全技術 FSE に と っ て は、解析 の 対象 とす る火災 シナ リオの 選択 が重要で あ る。火

災 シ ナ リオの 定 量 的 な解析 を可 能 に す る ため に は、そ れ ぞ れ の 火災 シ ナ リ オ に お ける設

計火災を定 め る必要が ある。こ の よ うな火 災 シナ リオ の 解析 を通 して 、 提案され て い る

火災安全 設計が 性能要件 に 合致する か否 か を評価で きる。
Standard　on 　assessment ，　verification 　and 　validation 　of 　models 　for　Fire　Safety　Engineering

（FSE ）

火災安全解析 に用 い るモ デ ル 及 び シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン 技法が、目的 の 解析 に対 して 有効か

つ 十分で あ るか を評 価する仕組み を整える こ とは、そ の モ デ ル の 使用 者 健 造 物の 設 計

者）、提案 され て い る建造物の 安全性を評価す る者及 び公共的立場 か ら安全性 を監査 す

る もの に とっ て、重要で ある 。

Data　for　Fire　safety 　engineering （FSE ）

火 災 安 全 技 術 （FSE）の 下 で 火 災 安 全 を解 析 す るた め に必 要 とな る デ
ー

タ （火 災試験結

果、材料の 諸 元、施工 方法 の 情報等） につ い て、予 め 様式 （多くは電子 情報 として ）を

整え て お くこ とは、解析 を容易 に す る とと もに 、解析 の 透明性 を保 つ こ とに資す る 。

Standard　for　writing 　standards 　on 　calculation 　methods 　for　fire　dynamics

火 災安全 評価 にお い て使用す る火 災現象を数学的及び定量 的 に 記述す る諸手法 に つ い て、
基本的 な枠組み と共通事項 を規定 し、 火 災安全 解析 に利便 を 図り、透明性 を確保す る 。

Standard　on 　calculation　methods 　for　axisymmetric 　fire　plumes
火 災 時 の 軸対 称 な 火炎気流 （プ リュ

ー
ム ）を 定量 的 に捉 える 方 法 を規 定 す る。解 析 的 な

方法 と CFD を応用 した 方法が考 えられ る。
Standard　on 　calculation 　methods 　for　smoke 　layers
火 災 時 の 煙 の 流 動 を定 量 的 に捉 え る方 法 を規 定す る。2層モ デ ル 及 び CFD を応 用 した モ

デ ル を考 え る。
Standard　on 　calculation 　methQds 丘）r　ceiling 　jets
火 災 時の 天 井 下 面 に お け る高温 ガ ス の 流 動 を定量 的 に捉 える 方法 を規 定す る 。

Standard　on 　calculation　methods 　f（）r　vent 且ows

火災時の 換気を定量的に捉える 方法を規定す る。

Guidance　on 丘re 　risk 　assessment

火災 リ ス ク
・
ア セ ス メ ン トに つ い て 、定義、用語、方法、手段及び 周辺条件 を含む ガ イ

ダ ン ス を作成 す る 、、火 災安 全評 価 に リス ク
・ベ ース の 評 価 を導人 す る 。

Evaluation　of　behaviour　and 　movement 　of　people

火災時の 人 の 行動を定量的 に予測する こ とは、火災時 の 避難安全の 確保の 解析 に とっ て

重 要 で あ る 。 こ こ で は、個 々 の 人 を取扱 う粒丁
一
モ デ ル （lndividual　model ）を考 え る 。
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